
  

各論
第1編  健康の確保と増進
第3章  医療保険
第1節  医療保険制度の現状と動向
1  医療保険制度の概要

我が国では,すべての国民が何らかの医療保険の対象となる国民皆保険の体制が36年4月より実施されて
いる。

医療保険制度を大きく分けると,被用者保険(被保険者は被用者自身であるが,この被用者に扶養される者も
保険の対象である。)と,一般地域住民を対象とする地域保険とになる。その詳細は,第1-3-1表に示すとお
りである。

第1-3-1表 医療保険制度の仕組み

また,それぞれの制度の対象者数は,第1-3-1図のとおりである。

第1-3-1図 各種医療保険制度適用人員数
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2  医療保険制度改正の最近の動き

(1)  健康保険法改正法案の背景と内容

医療保険については,社会経済情勢の変動に対応するため種々の改正が行われてきたが,医療保険をめぐる
最近の諸情勢は一層の厳しさを加えている。経済基調の変化に伴い保険料収入の伸びの鈍化がみられる
反面,医療費は,医療の高度化,人口構造の老齢化,疾病構造の変化等の諸要因により著しく上昇している。

この傾向は今後も続くことが予想され,医療保険制度の基本的改革は,まさに緊要な課題となっている。

以上のような情勢に対処し,医療保険制度の基本的改革を実現するため,52年末に,厚生大臣が参議院社会労
働委員会において,14項目にわたる基本的な考え方を明らかにしている。

その要点は

1) 制度間格差の是正を行うこと。当面,健康保険組合間の財政調整を行うこと。

2) 本人家族の給付水準の格差是正等を中心に給付改善を行い,併せて一部負担の適正化,合理化を図
ること。

3) 付添看護,差額ベッド等保険外負担問題の改善,物と技術の分離等による診療報酬の改善及び薬価
基準の適正化等を通じて適正な保険医療の実現を図ること。 

4) 給付に見合った保険料及び財政基盤に応じた国庫補助により保険財政の安定化を図り,また,保険
料負担の基礎となる報酬の合理的見直しを通じて公平な負担の実現を図ること。 

5) 老人保健医療制度等の整備を図ること。

この基本的考え方に基づき,改革の第一弾としての「健康保険法等の一部を改正する法律案」が53年5月
に第84回通常国会に提出された。その内容は次のとおりである。

ア 本人,家族の別なく平等な医療給付を行うこと。

現在,被用者保険の本人は10割給付,その家族は7割給付であり,両者間に格差があるが,改正案では,本
人,家族の差を解消し,平等な自己負担(初診時1,000円,入院時1日1,000円(給食料相当額)及び薬剤費
等の2分の1負担)とした。 

厚生白書（昭和55年版）



イ 薬剤費の半額負担

薬剤問題への対処策として,薬剤費及び歯科材料費の2分の1を患者の自己負担とすることとした。

ウ 負担の公平化

賞与の多寡による保険料負担の不公平を是正するため,賞与についても保険料の対象とすることとし
た。

エ 財政調整

被用者保険制度間の財政調整を今後の課題として位置づけ,当面健康保険組合間の財政調整を実施す
ることとした。 

オ その他

海外勤務者に対する外国療養費の支給,保険医療機関の指定拒否事由の法定化等を行うこととした。

(2)  健康保険法改正法案の国会提出後の動き

1)  第84回通常国会から第90回臨時国会まで

健康保険法改正法案は審議のないまま第84回通常国会においては53年6月16日,第85回臨時国会において
は53年10月20日,また第86回臨時国会においては53年12月12日にそれぞれ継続審査の取扱いとされた。
続く第87回通常国会では衆議院において趣旨説明,提案理由説明社会労働委員会質疑と若干の審議が行わ
れたものの会期末における国会の混乱により,54年6月14日廃案となった。第88回臨時国会においても同
法案は同一内容で再提出され54年9月17日衆議院解散により廃案となったが第90回臨時国会において三
度び提出され54年12月11日継続審査の取扱いを受けて法案の審議は第91回通常国会へ持ち越された。 

2)  第91回通常国会に入ってから

(a) 健康保険法改正法案は55年2月21日衆議院社会労働委員会における提案理由説明,4月10日,17日の同委
員会質疑を経て本格的な審議に入った。

同委員会では改正案そのものの審議と平行して,まず周辺問題として,保険外負担,指導監査,薬価基準の適
正化等の諸問題の具体的解消策を協議するという形で,政府原案修正のための議論が進められたが,与野党
双方からの再三の修正案の提示の後,55年4月25日,自民,社会,公明,民社の四党の間において修正の大筋に
つき合意に達した。

その後四党合意事項以外の問題につき,継続的に協議が行われたが,最終的な合意に至らないまま,5月16日,
衆議院本会議において内閣不信任決議が可決され,5月19日衆議院が解散されたため,健康保険法改正法案
は廃案となった。
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3  診療報酬問題等

(1)  診療報酬

医療保険制度における診療報酬は,厚生大臣が中央社会保険医療協議会(以下「中医協」という。)に諮問
の上で決定し,具体的には「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」(厚生省告示。以
下「点数表」という。)に定められ,これに従って算定される。点数表には,一般医科の保険医療機関が選択
する甲点数表と乙点数表,歯科の保険医療機関の歯科点数表及び保険薬局の調剤報酬算定表の4種類があ
る。各点数表には,医療行為ごとに点数で評価された数百の項目があり,これに1点単価(現行10円)を乗じ
て診療報酬を算定する仕組み(ただし,調剤報酬算定表は金額表示)となっている。

現行の診療報酬は,53年1月9日に中医協に対し諮問を行い,同月17日に答申を経て,同年2月1日から平均
9.6%(医科9.3%,歯科12.5%,調剤薬局1.6%)引き上げられたものであるが,この改定では,医療技術の進歩に
伴いその難易度に対する適正な評価をするための技術料の引上げが行われるとともに,保険外負担等の問
題に対処するため,基準看護加算等の改定が行われた。 

(2)  薬価基準

投薬,注射等に使用する薬剤の価格については,厚生大臣が定める「使用薬剤の購入価格(薬価基準)」によ
ることとされており,薬価基準価格は,薬価調査に基づく90%バルクライン価格(当該医薬品について,全体
の90%の量を医療機関がそれ以下の価格で購入し得る価格)をもって定められている。

現行の薬価基準は,診療報酬の改定と同時に,53年2月1日から実施されたものである。この改定から,従来
の主成分の一般的名称(統一名)で薬価を定める統一限定収載方式を変更し,個々の銘柄ごとに薬価を定め
る銘柄別収載方式が採用された。

この方式の採用は,個々の銘柄医薬品の市場価格をより確実に薬価基準に反映させることによって,医療機
関の銘柄選定に際し品質等を考慮させることと同時に,メーカー側も品質確保等の体質改善に一層努める
こととなることをねらったものである。

薬価基準は,医薬品の再評価,新開発医薬品の承認等に伴って,たびたび一部改正が行われており,55年7月現
在の薬価基準収載品目数は,15,622品目(内用薬9,758品目,注射薬4,282品目,外用薬1,375品目,歯科用薬剤
207品目)となっている。 
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(3)  保険外負担

室料差額及び付添看護の保険外負担問題は,今日,大きな社会問題として,とりあげられてきている。適正さ
を欠く保険外負担のために,被保険者及びその被扶養者が安んじて保険診療を受ける機会が妨げられるこ
とのないよう,従来からこの問題の解消が図られてきたが,53年1月及び3月には,保険局長通知をもって都
道府県知事に対し,保険外負担解消のための指導の強化が行われた。この結果,54年7月1日現在の室料差額
徴収状況調査では,前年の調査と比較して,全体の差額徴収病床の割合が低下し,特に2人室においてかなり
改善がみられた。ちなみに,3人室以上の差額徴収が完全に解消された都道府県数は,54年7月現在,全国の
半数以上に達している。

また,歯科差額問題については,53年2月の診療報酬改定の際,51年3月23日の中医協の答申「歯科における
差額徴収は,歯科材料費のみに限ること」に基づいて,前歯部の鋳造歯冠修復については,材料差額方式が適
用されることとなった。これによって,前歯部の鋳造歯冠修復に際して患者が保険適用外の貴金属の使用
を希望した場合には,患者は材料費の差額を負担すればよいこととなった。 

(4)  指導・喪主の推進

保険医及び保険医療機関に対する指導・監査については,28年6月及び32年7月の通達によってそれぞれの
要綱が定められており,それらに従って厚生大臣又は都道府県知事による指導・監査が行われているが,更
にその充実を期するため,54年1月,都道府県知事に対して保険局長から次のような内容の通知が出され,保
険診療適正化のための指導・監査の推進を図ることとなった。

この通知は,医学常識に沿った的確な診断・治療を行うことの必要性から,保険医療機関及び保険医に対し,
従来より行われている指導充実し,更に

1 例えば国立がんセンター等の特殊の性格,機能を有する医療機関を除き,医学常識からみて極端に診療点
数が高いもの。

2漫然と長期にわたって診療を続けているもの。

3時間外診療,往診及び自家診療が著しく多いもののうち,異常と思われるもの。

4ダイアライザーの再使用等腎透析の実施が不適正なもの。

等については,指導・監査を重点的に実施することとしたものである。

また,指導・監査体制の充実を図るため,54年度から医療指導監査官2名が設置され,55年度には,更に2名増
員された。

また,都道府県の保険課には医療事務指導管が54年度に19名,55年度には14名増員されて,33名設置される
こととなっている。
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1  国民健康保険

国民健康保険は,各種被用者保険の適用を受けていない一般国民を被保険者とし,市町村営を原則とする医
療保険制度である。

(1)  保険者及び被保険者

55年3月末現在の保険者,被保険者及び被保険者の属する世帯の数は第1-3-2表のとおりである。

第1-3-2表 国民健康保険の保険者数、被保険者数及び世帯数

国民健康保険の保険者は原則として市町村であるが,同種の事業又は業務の従事者を単位とする国民健康
保険組合の設立も認められている。

被保険者数については,都市部は増加し,農村部では減少しており,全体としてはやや増加している。また,
世帯数は引き続き増加している。

被保険者の年齢構成は第1-3-2図のとおりである。国民健康保険においては70歳以上の被保険者の占める
割合が他の医療保険に比べ約2、5倍となっており,このことは国民健康保険財政のひっ迫の一因となって
いる。

第1-3-2図 年齢階級別人員構成
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(2)  保険給付

国民健康保険における保険給付には,全保険者に実施が義務づけられている療養の給付,療養費の支給,高額
療養費の支給のほか,特別の理由のない限り実施すべきものとされている助産費の支給及び葬祭費の支給,
更には保険者が任意に実施している育児手当金等がある。

療養の給付における法定の給付割合は,世帯主,世帯員ともに7割となっているが,54年4月1日現在市町村で
14保険者,国民健康保険組合で131保険者が法定の7割を超える給付を行っている。

高額療養費の支給は,50年10月からすべての保険者に義務づけられ,被保険者の保険診療が著しく高額(自
己負担額が1人月3万9,000円を超えた場合)となったとき3万9,000円を超えた額が高額療養費として支給
される。

診療費の状況は第1-3-3表のとおりであるが,給付改善,医学医術の進歩等を反映して,被保険者1,000人当た
り診療件数,診療1日当たり費用額,被保険者1人当たり診療費とも年々増加している。

第1-3-3表 国民健康保険診療費の状況

他の給付については54年4月1日現在助産費の支給はすべての保険者が,葬祭費については2保険者を除い
てすべての保険者が実施している。任意給付である育児手当金は54年4月1日現在1,422保険者が実施して
おり,傷病手当金は110の国民健康保険組合が実施している。 
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(3)  保健施設

国民健康保険の保険者は,保険給付又は被保険者の健康の保持増進のために,診療施設の設置運営,保健サー
ビス等の保健施設事業を行っている。

診療施設は54年4月1日現在1,475の施設が活動しているが,これらの施設は主にへき地又は医療施設の不
足している地域等に置かれており,地域住民の医療,衛生,健康の保持増進において重要な役割を果たしてい
る。

診療施設に対する助成措置は,へき地等の医療の過疎地域にある施設に対するものを中心として行われて
おり,54年度においては他の助成措置を含め約23億5,000万円にのぼっている。 

(4)  保険財政

53年度における保険財政決算状況は第1-3-3図のとおりである。

第1-3-3図 国民医療保険決算状況(53年度)

ア 概況

国民健康保険の収支状況は第1-3-4表のとおりである。53年度においては,52年度に比べて,赤字保険者数,
赤字額ともに減少したが,依然として厳しいものになっている。

第1-3-4表 国民医療保険赤字保険者数及ぴ赤字額(実質収支)
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また,第1-3-4図にみられるとおり,老人医療費支給対象者数の割合に比べて,対象者にかかる療養諸費の割
合が大きくなっており,国民健康保険財政にとって大きな負担となっている。

第1-3-4図 老人医療費支給対象者数(内円)とその医療諸費(外円)(53年度)

イ 保険料(税)

保険料(税)は,医療費の増加に伴って毎年引き上げられているが,53年度における全国平均の額は被保険者1
人当たり2万3,973円(対前年度比17.0%増),1世帯当たり7万1,055円(同15.0%増)となっている。なお,従来
から市町村の低所得世帯に対して保険料(税)の軽減措置が行われているが,55年度においては,前年度所得
が22万円以下の世帯又は22万円に被保険者(世帯主を除く)1人につき17万円を加算した額以下の世帯を対
象として,それぞれ応益割の6割又は4割を減額することとしている。54年度の対象世帯は約305万世帯(全
世帯の21.4%)であるが,この措置による保険料(税)の減収分として,国が市町村に補てんした額は約365億
円である。

ウ 国庫負担金及び補助金

国民健康保険においては,被保険者に低所得者が多く保険料(税)負担能力が乏しいことなどの事情を考慮
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して,従来から高率の国庫負担,補助が行われている。

現在,国は市町村に対して被保険者の医療費の40%を定率で負担するほか,5%相当額を調整交付金として
交付しており,国民健康保険組合に対しては,従来の定率25%に加え,53年度から組合の財政力等に応じ,更
に医療費の2～15%に相当する額を増額することとされた。

54年度においては,国庫負担金及び補助金の総額(決算額)は1兆9,609億円という巨額に達しており,この額
は53年度の1兆7,537億円に対し,約12%の伸びとなっている。なお,55年度においても,2兆1,231億円(当初
予算額)が計上されている。
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2  健康保険

健康保険は,政府管掌健康保険と組合管掌健康保険の2本立てで運営されている。政府管掌健康保険は,政
府が保険者となって運営するものであり,健康保険の被保険者となっている者のうち健康保険組合の組合
員でない者を一括してその被保険者としている。また,組合管掌健康保険は,厚生大臣の認可を受けて職域
単位に設立された各健康保険組合が保険者となって運営するものであり,それぞれの事業所の従業員をそ
の被保険者としている。 

(1)  政府管掌健康保険

ア 適用状況

近年における政府管掌健康保険の適用事業所数は,50年度末に76万であったが,54年度末には84万4,000と
年々増加してきている。

被保険者数の動きは,第1-3-5図に示すとおり,最近数年増加傾向にあり,54年度末には1,425万人と前年度に
比して44万人増加した。また,1事業所当たりの被保険者数は,50年度末に17.5人であったが,54年度末には
16.8人と減少している。

第1-3-5図 政府管掌健康保険の被保険者数と被扶養者数
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被扶養者数は,54年度末には1,635万人と50年度末より10.2%増加し,被保険者1人当たりの被扶養者数をみ
ても,50年度末の1.117人が54年度末1.147人と増加が著しい。

イ 標準報酬

健康保険では,保険料及び現金給付の額は,被保険者の標準報酬を基礎として算定される。この標準報酬と
は,保険料の徴収及び現金給付に関する事務上の便宜を図るため,被保険者の受ける報酬を等級に分け,各被
保険者の受ける報酬を等級別の一定額に標準化したものである。

平均標準報酬月額は,労働者の平均賃金の動きを反映するが,近年における動きは第1-3-5表に示すとおり
毎年度伸びており,最近では51年度と52年度に標準報酬の上限の引上げが行われたため,賃金の伸びより大
きくなっている。

第1-3-5表 政府管掌健康保険の平均標準報酬月額の推移

ウ 保険給付

保険給付は,被保険者本人に対するものとして,療養の給付,療養費傷病手当金,出産手当金,分べん費,育児手
当金及び埋葬料(費)の支給があり,被扶養者に対するものとしては,家族療養費,高額療養費配偶者分べん費,
配偶者育児手当金及び家族埋葬料の支給がある。

保険給付費の動向をみると,50年度は1兆5,023億円であったが,54年度には2兆5,424億円と1.7倍となって
いる。また,被保険者1人当たりでは54年度17万9,381円となっている。

(ア) 療養の給付及び家族療養費
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療養の給付ば,被保険者に対して,病院,診療所又は薬局において診察,手術,薬剤の支給,入院,看護等の現物給
付を行うものであり,家族療養費は,被扶養者に対して被保険者と同様の給付について,その7割を支給する
ものである。

療養の給付に要する費用は,50年度の9,068億円が,54年度には1兆4,431億円と1.6倍になっており,家族療
養費は,50年度の4,614億円が,54年度には8,749億円と1.9倍の増加を示している。この内容を見てみる
と第1-3-6表のとおりであり,療養の給付等に要する費用の増加は診療1日当たり金額の大幅な増加が大き
な原因である。すなわち,被保険者の診療1日当たり金額の平均は,50年度2,658円から54年度4,149円と1.6
倍に,同じく被扶養者については,50年度1,558円から54年度2,640円と1.7倍の増加となっている。

第1-3-6表 政府管掌健康保険の医療給付の状況

(イ) 傷病手当金

現金給付の中心である傷病手当は,被保険者が療養のため働けない場合で,賃金が受けられないときに,4日
目から労務不能の期間中1年6か月を限度として,1日につき標準報酬日額の6割を支給し,その間の生活の安
定に資することを目的とするものである。

傷病手当金の支給総額は,50年度の668億円から54年度には1,195億円と1.8倍に増加している。
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エ 福祉施設及び保健施設

健康保険では,被保険者及び被扶養者の疾病,負傷の療養又は健康の保持増進を図るため,病院及び診療所の
設置(54年度現在,病院54か所,診療所7か所),疾病予防検査の実施等の事業を行っている。

なお,政府管掌健康保険においては,被保険者等の健康に対する認識を深めるために,54年度には政管健保の
利用状況,財政状況などを盛り込んだパンフレットを被保険者に配布し,55年度には,被保険者等に対し,年1
回,その1月分の医療費の額等を通知することとしている。

オ 保険料

保険料額は,前述の標準報酬月額に保険料率を乗じて算出され,事業主と被保険者とが折半して負担するこ
とになっており,政府管掌健康保険の保険料率は,53年2月から1,000分の80となっている。また,53年1月か
らは,賞与等に対しても,1,000分の10の特別保険料が課されることになった(うち1,000分の2については,国
庫が負担することとされている。)。54年度の事業主に対する特別保険料徴収決定済額は,461億円であり,
保険料全体の2.1%を占めている。

54年度の保険料収納率は98.7%と前年度に比して0.1%上がった。

カ 保険財政

近年における政府管掌健康保険の収支状況は,第1-3-7表に示すとおりである。

健康保険財政については,最近の経済情勢の低迷による保険料収入の伸び悩み,予想を上回る給付の増加等
に伴い,収支不足が生じることになった。このため51年度及び52年度においては,2度にわたる法律改正等
を実施し,標準報酬の上限の改定,保険料率の改定,特別保険料の創設によって健康保険財政の収支状況の改
善が図られた。

第1-3-7表 政府管掌健康保険財政状況

54年度は,インフルエンザの流行の影響が小さかったこと等により,単年度において収支不足額は23億円に
とどまったが,49年度以降の累積収支不足額は54年度末において1,290億円にも達しており,財政的に極め
て憂慮すべき事態が続いている。 

(2)  組合管掌健康保険

厚生白書（昭和55年版）



ア 健康保険組合数

健康保険組合数は,54年度末で1,659組合となっており,1組合当たり平均被保険者数は,54年度末で6,759人
である。また,5,000人未満の組合数が全体の64.7%を占めている。

イ 適用状況

組合を設立している事業所数は,54年度末で12万351事業所となっている。

被保険者数及び被扶養者数は第1-3-6図のとおりであり,54年度においては,被保険者数は,最近数年では最
も伸びている。

なお,被保険者1人当たりの被扶養者数は54年度末において1.41人となっている。

ウ 標準報酬

標準報酬月額は,第1-3-7図のとおり毎年増加している。最近の景気の後退,安定成長への移行による賃金
上昇率の鈍化に伴い,標準報酬月額の上昇率も鈍化しているが,51年度及び52年度の上昇率は標準報酬月額
の上限引上げがあったため,それぞれ18.0%,10.6%となっている。

エ 保険給付

組合管掌健康保険では,政府管掌健康保険と同様の法定給付を行うほか,これに併せて,組合規約に定めると
ころにより,附加給付を行うことができる。

保険給付のうち,療養の給付,家族療養費及び傷病手当金等について最近の状況をみると次のとおりであ
る。

第1-3-6図 組合管掌健康保険の被保険者数と被扶養者数

第1-3-7図 組合管掌健康保険の平均標準報酬月額の年次推移
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第1-3-8表 組合管掌健康保険の医療給付の状況

(ア) 療養の給付及び家族療養費

被保険者の療養の給付費は,49年度の4,466億円が,53年度には7,452億円と4年間で約1.7倍になっており,
家族療養費については,同じく3,506億円から6,902億円と約2.0倍の増加になっている。

この間被保険者数及び被扶養者数は約1.05倍に増加しているに過ぎないのに比し,被保険者の療養の給付
及び家族療養費の増加は大きい。
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この内容を分析してみると,第1-3-8表に示すとおり診療1件当たり日数は,被保険者及び被扶養者ともに減
少又は横ばいの傾向にあり,1,000人当たり診療件数(受診率)は被保険者及び被扶養者ともに大きな変化は
ないが,診療1日当たり金額は著しい増加傾向を示している。

(イ) 高額療養費

高額療養費は,48年10月1日から実施された制度であり,54年度の給付額は約213億円となっている。

(ウ) 傷病手当金

傷病手当金は,第1-3-9表のとおりであり,53年度においては支給期間が延長されたため,賃金の上昇を反映
して従来から増加傾向にある被保険者1人当たり金額,1件当たり金額及び支給総額だけなく,従来は減少傾
向にあった被保険者1,000人当たり件数及び被保険者1人当たり日数も増加している。

第1-3-9表 組合管掌健康保険傷病手当金給付状況

(エ) 附加給付

健康保険組合における附加給付の実施状況は第1-3-10表のとおりであり,全体の96%に当たる組合が実施
している。

第1-3-10表 種類別附加給付実施健康保険組合数
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附加給付に要する費用は,53年度においては総額820億円,被保険者1人当たりでは7,354円であり,保険給付
費中に占める割合は4.9%になっている。

オ 福祉施設及び保健施設

組合管掌健康保険では,個々の組合の被保険者の状況等に即して,被保険者等の疾病予防のため保健指導や,
健康管理センター,保養所の設置運営等の事業が行われている。ことに近年,疾病の治療から予防への動き
が活発となり,各種検診等健康管理の事業が重視されてきている。

カ 保険料

組合管掌健康保険における保険料率は,標準報酬月額の1,000分の30から1,000分の90の範囲内で各組合ご
とに決定される。

組合管掌健康保険の平均保険料率は,第1-3-11表のとおりであり,近年における医療給付費の増加を反映し
て年々引き上げられている。

第1-3-11表 組合管掌健康保険平均保険料率及び負担割合の推移

また,事業主が保険料額の2分の1を超えて負担することができ,現実に事業主の負担割合が被保険者のそれ
を超えている組合が多く,保険料の平均負担割合は,53年度末で事業主57.32%,被保険者42.68%となってい
る。

保険料率が法定の上限(1,000分の90)に達している組合数は,50年度末の58組合(3.5)%から,54年度末には
175組合(10.6%)に増加している。

なお,53年1月から健康保険法等の一部を改正する法律が実施されたことにより,健康保険組合は規約の定
めるところにより,1,000分の10以下の保険料率で賞与等から特別保険料を徴収することができることと
なっているが,54年度末においては170組合が実施している。

キ 保険財政

健康保険組合の財政は,原則として保険料で賄うことになっているが,事務費については,予算の範囲内で国
庫が負担することとなっている。

また,特に財政基盤の弱い組合に対しては,33年度から保険給付費について国庫補助が行われており,54年
度では総額15億円となっている。

組合の財政収支は,第1-3-12表のとおりである。最近は,医療給付費の急激な増加にもかかわらず賃金の伸
びが鈍化しているため,全般的に組合の運営は厳しくなってきている。

第1-3-12表 組合管掌健康保険収支状況
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各論
第1編  健康の確保と増進
第3章  医療保険
第2節  医療保険の各制度
3  日雇労働者健康保険

(1)  適用状況

日雇労働者健康保険の適用事業所数及び被保険者数(有効被保険者手帳所持者数)の最近5年間における推
移は, 第1-3-8図のとおりである。これによっても明らかなように,適用事業所数,被保険者数とも漸減傾向
にある。

第1-3-8図 日雇労働者健康保険の適用事業所数及び被保険者数
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(2)  保険給付

保険給付には,被保険者に対するものとして,療養の給付,療養費,特別療養費,高額療養費,傷病手当金,出産手
当金,分べん費及び埋葬料(費)の支給があり,被扶養者に対するものとしては,家族療養費,特別療養費,高額
療養費,配偶者分べん費及び家族埋葬料の支給がある。保険給付費の動きを第1-3-14表によってみると,50
年度では574億円であったが,54年度においては875億円と1.5倍となっている。 

(3)  保険料

日雇労働者健康保険の保険料は,賃金日額に応じ第1級(1日につき60円)から第8級(1日につき660円)に区分
されている。なお,賃金日額480円未満の場合は,特例第1級として当分の間20円とされている。保険料は,
事業主と被保険者が折半負担(ただし第1級と第2級は異なる。)することとされている。

また,最近5年間における被保険者の平均賃金日額の推移は第1-3-13表のとおりである。

第1-3-13表 日雇労働者健康保険の平均賃金日額の推移

(4)  保険財政

日雇労働者健康保険の最近5年間における収支状況は,第1-3-14表のとおりである。

49年12月に法改正が行われたが,その後もなお収支は均衡せず,54年度においては単年度で292億円の収支
不足を生じ,同年度末では4,334億円の累積収支不足を残すに至っており,憂慮すべき状態にある。

第1-3-14表 日雇労働者健康保険財政状況
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各論
第1編  健康の確保と増進
第3章  医療保険
第2節  医療保険の各制度
4  船員保険

(1)  適用状況

船員保険の適用状況は,54年度末において被保険者が21万6,122人,船舶所有者が1万1,332人である。被保
険者数,被扶養者数及び船舶所有者数の近年における推移は,第1-3-15表に示すとおりである。被保険者の
うち,約50%が汽船及び機帆船に乗り組む船員であり,約50%が漁船船員である。

第1-3-15表 被保険者数、被扶養者数及び船舶所有者数の推移

(2)  標準報酬

船員保険も健康保険と同様,標準報酬制を採用している。54年度末における全被保険者の平均標準報酬月
額は21万6,276円で,これを前年度に比較すると約5%の上昇である(第1-3-9図)。

第1-3-9図 船員保険の平均標準報酬月額の年次推移
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(3)  疾病給付

疾病給付費は,年々増加し54年度においては,739億5,755万円で前年度の716億4,404万円に比べ約3.2%の
増加となっている。

給付費の増加の大きな要因は医療給付費の増加である。54年度の医療給付費は,542億2,306万円で,被保険
者1人当たり24万4,168円となり,前年度の22万4,960円に比べ8.5%の増加となっている。

医療給付費の増加要因は第1-3-16表にみられるように,主として近年における診療1日当たり金額の大幅な
増加によるものである。

第1-3-16表 船員保険の医療給付の状況

厚生白書（昭和55年版）



疾病給付のうち医療給付費に次いで多いのは傷病手当金である。54年度における傷病手当金の支給額は
159億9,232万円で疾病給付費の22%を占めており,健康保険等他の医療保険と比較するとかなり大きなも
のとなっている。 

(4)  失業給付

船員保険は総合保険であるため,短期給付として疾病給付のほかに失業給付が行われているが,失業部門の
適用を受けている被保険者は,54年度末において16万8,692人で全被保険者の中で約80%となっている。

被保険者1,000人当たり失業者数は,54年度では38.07人となっている。また,失業給付費は53年度まで年々
増加していたが,54年度は103億6,088万円で,前年度に比して約12%の減少を示している。 

(5)  福祉施設

船員保険においては,各保険給付のほか,被保険者や被扶養者等の福祉を増進するため各種の福祉事業が行
われている。54年度末現在,全国の主要港等に病院3,診療所2,保養所68,海外福祉施設1(ラスパルマス),船
員保険総合福祉センター2,休療所7か所が設けられている。このほか中高年齢者に対する疾病予防検査等
の保健事業,せき髄損傷患者に対する介護料の支給,無線医療センターの運営等が行われている。 

(6)  保険料

保険料の額は,被保険者ごとにその標準報酬月額に保険料率を乗じて算出される。保険料率は,失業保険適
用者と非適用者により異なり,職務外の保険給付に関しては被保険者と船舶所有者が折半負担,職務上の保
険給付に関しては全額船舶所有者が負担する。

疾病部門の職務外給付の保険料率は,53年2月から1,000分の4引き上げられ1,000分の62に,失業部門の保険
料率は,54年6月から当分の措置として1,000分の3引き上げられ1,000分の14となっており,いずれも被保険
者と船舶所有者が折半して負担する。 

(7)  保険財政

船員保険特別会計の財政収支は,全体でみる限り,長期給付(年金)の原資に充てるための積立金として一定
の財源を予定しているので,決算収支不足額を生じることがない。しかし,疾病部門については,42年度以
来,収支の均衡が保たれてきたが,48年10月に行われた給付の改善等により,49年度以来,収支不足をみるに
至っている。また,失業部門においても,50年度以来海運,水産業界の不況により失業率が増大し収支不足が
生じている。
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各論
第1編  健康の確保と増進
第3章  医療保険
第2節  医療保険の各制度
5  診療報酬審査支払制度

保険者は,保険医療機関又は保険薬局等から療養の給付に関する費用の請求があったときは,これを審査し
た上で支払うものとされているが,保険者に代わり,その委託を受けて審査支払を行っている機関として,社
会保険診療報酬支払基金と国民健康保険団体連合会がある。 

(1)  社会保険診療報酬支払基金

社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)は,保険者が診療担当者に対して支払う診療報酬の迅
速,適正な支払いと,診療担当者が保険者に提出する診療報酬請求書の審査を行うことを目的として,23年9
月に設立された公法人である。基金は,社会保険医療に関する診療報酬の審査及び支払いのほか,社会保障
としての医療(生活保護,結核予防等)に関する診療報酬の審査及び支払いをもその業務として取り扱うこ
とができるものとされており,これらの業務は,各保険者等から委託を受け,契約を締結して行うこととなっ
ている。

近年における基金の取扱業務の状況は,第1-3-17表のとおりである。

なお,基金においては,審査体制の充実に努めており,54年度は,審査委員を114名,専任審査委員を12名増員
している。

第1-3-17表 社会保険診療報酬支払基金業務状況

(2)  国民健康保険団体連合会

ア 概況

国民健康保険の診療報酬の審査支払は,全国47都道府県ごとに設立されている国民健康保険団体連合会(以
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下「連合会」という。)が,保険者から委託を受けて行っている。

連合会に対する診療報酬審査支払の未委託保険者は年々減少し,55年4月1日をもってすべての保険者が委
託することとなった。53年度に連合会が行った審査の件数(受付件数)は2億5,960万件(52年度に比べ1.6%
の増加)となっている。

イ 全国決済

50年10月より,被保険者が他県において診療を受けた場合その診療を取扱った療養取扱機関はすべて自県
の連合会に請求するものとし,各連合会間の費用の決済を社団法人国民健康保険中央会が行うという全国
決済制度が開始された。55年4月1日現在,東京都を除くすべての連合会がこの制度に加わっており,診療報
酬の請求の事務の簡素化に役立っている。
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各論
第1編  健康の確保と増進
第3章  医療保険
第3節  医療保険事業の運営
1  運営機構の概要

医療保険事業の主体は,職域保険においては,政府又は健康保険組合,地域保険においては市町村(特別区)又
は国民健康保険組合である。政府の事業については都道府県及び社会保険事務所が窓口機関となってい
る。 

(1)  職域保険の運営機構

政府が保険者である政府管掌健康保険,日雇労働者健康保険及び船員保険の各事業の運営は,中央において
は厚生省の外局である社会保険庁が担当し,その指導,監督の下に,各都道府県の民生主管部(局)保険課(部)
が事業の運営,事務を行っている。

健康保険制度においては,被保険者が一定数以上の事業所に健康保険組合が設立されており,この組合を保
険者として,その独自性を生かした事業運営がなされている。都道府県の保険課(部)は,この組合に対する
指導監督事務や,保険医療機関等の指導監督事務を行っている。

なお,都道府県には事業主及び被保険者等の窓口となる出先機関として,社会保険事務所が設けられてい
る。

(2)  地域保険の運営機構

地域保険である国民健康保険は,都道府県の民生主管部(局)保険課(部〉又は国民健康保険課(部)の指導監
督の下に,主たる実施主体である市町村(特別区)及び地域の同業者で組織された国民健康保険組合によっ
て運営されている。
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各論
第1編  健康の確保と増進
第3章  医療保険
第3節  医療保険事業の運営
2  社会保険事務所

社会保険事務所は,政府管掌健康保険,日雇労働者健康保険及び船員保険(疾病部門)の政府が行う医療保険
並びに厚生年金保険,国民年金(拠出制)及び船員保険(年金部門)の政府が行う年金保険の両制度における,
被保険者の資格関係事務,保険料の徴収事務及び傷病手当金等の一部の保険給付の決定等を行うため,都道
府県に設置された第一線の現業機関であり,また一方では児童手当の事業主拠出金の徴収事務をも行って
いる。

社会保険事務所は,55年7月現在で全国に256か所設置され,社会保険における国民の直接の窓口となってい
るが,近年,被保険者数及び受給権者数の増加,社会保険への国民の関心の増大等により,その事務量は増大
している。これに対応するため,社会保険事務所の増設,オンラインシステムの導入等による事務処理体制
の整備が行われている(オンラインシステムについては第5編第3章第2節参照)。

なお,これら社会保険の事務は,国の全国統一的な管理運営を必要とする一種の公営事業的性格をもつため,
これに従事する都道府県の保険課(部),国民年金課(部)及び社会保険事務所の職員は,国家公務員の身分を有
するいわゆる地方事務官であり,その数は55年3月末で1万5,701人である。
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